
小嶋税務会計事務所

弊社は、今期、過去の欠損金をてん補するために減資を行うつもりですが、会社法上、ど

のような手続きが必要でしょうか？また税務上どのような影響がでますか？

解説
  

１． 減資の手続き

①株主総会（定時・臨時）の特別決議（原則）

②債権者に対する官報公告（1 か月）

③知れたる債権者に対する個別催告通知（内容は公告と同様）

④減資の効力発生

⑤登記申請及び届出書の提出

２． 株主総会の決議事項

①減少する資本金の額

②減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨及びその額

③資本金の額の減少がその効力を生ずる日

３． 税務上の影響（欠損てん補のための減資の場合）

①法人住民税の均等割

無償減資による欠損てん補額は「資本金等の額」から差し引けますので、均等割額が減

少します。均等割の額は、事業年度終了の日における「資本金等の額」で判断します。

②外形標準課税

事業年度終了の日における資本金の額が 1 億円以下ならば外形標準課税の対象から外れ

ることとなります。（期中の増資や減資は考慮しません）

要するに…
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減資する場合の留意点

資本金が多額な場合、減資することで税額を大幅に減らすことができることがあります。た

だし、その手続きには 2 か月程度はかかりますので、早めに検討を開始しましょう。

会社法における減資は、株主総会決議と債権者保護の手続きが必要です。減資をすること

で、住民税の均等割、外形標準課税など様々な影響が出る可能性があります。

最低でも、2か月

程度は必要！

外形標準課税の資本割の税額＝資本金等の額×0.525％


